
ノ
ー
ト
・

ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
一
世
と
ビ
ザ
ン
ツ
貴
族

井

上

浩

一

アンドロニコス～世とビザンツ貴族（井上）

一
　
ア
ン
ド
日
ニ
コ
ス
一
世
の
時
代

　
歴
代
の
ビ
ザ
ソ
ツ
皇
帝
の
中
で
も
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
一
世
・
コ
ム
ネ
ノ

ス
》
口
α
目
。
巳
。
島
H
O
o
日
⇔
①
⇔
島
ほ
ど
波
乱
に
富
ん
だ
生
涯
を
送
っ
た
人

　
　
　
①

は
少
な
い
。
彼
は
、
　
コ
ム
ネ
ノ
ス
王
朝
の
開
祖
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
世
と
？

民
誘
、
H
の
孫
と
い
う
名
門
の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
家
柄
と
才
能
ゆ
え

に
時
の
皇
帝
マ
ヌ
ェ
ル
「
世
紀
ρ
昌
g
g
H
（
在
位
一
一
四
三
一
八
○
）
に
危

険
視
さ
れ
、
陰
謀
容
疑
と
醜
聞
に
追
わ
れ
、
国
外
逃
亡
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

諸
国
を
巡
り
、
冒
険
・
恋
愛
・
投
獄
・
脱
走
の
う
ち
に
過
し
た
日
々
を
、
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

自
身
の
ち
に
ダ
ビ
デ
の
生
涯
に
た
と
え
て
い
る
。
一
一
八
二
年
、
ア
ソ
ド
ロ

’一

黹
R
ス
は
齢
六
〇
を
過
ぎ
て
、
反
乱
軍
を
窃
索
い
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
。
フ

ル
の
町
に
入
り
、
長
く
夢
に
見
て
い
た
帝
国
の
支
配
者
の
地
位
に
つ
い
た
。

摂
政
と
し
て
一
年
余
り
、
皇
帝
と
し
て
二
年
、
計
三
年
余
の
彼
の
治
世
は
新

し
い
政
策
の
実
施
と
残
忍
な
テ
ル
ー
ル
で
知
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
人
々
の

目
に
は
、
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
帝
は
、
人
間
性
と
野
獣
性
、
善
と
悪
の
二
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

が
ら
兼
ね
備
え
た
入
物
と
映
っ
て
い
た
。
多
く
の
ビ
ザ
ソ
ツ
皇
帝
と
同
様
、

彼
も
末
路
は
悲
惨
で
あ
っ
た
。
八
二
年
春
に
彼
を
熱
狂
的
に
歓
迎
し
た
都
の

人
々
は
、
三
年
後
の
初
秋
に
は
彼
に
呪
い
の
言
葉
を
浴
び
せ
、
広
場
に
引
き

ず
り
出
し
て
虐
殺
し
た
。

　
彼
の
波
乱
に
満
ち
た
生
涯
と
皇
帝
と
し
て
の
矛
盾
し
た
政
策
や
言
動
は
、

単
に
彼
遠
人
の
性
癖
の
問
題
で
は
な
い
。
マ
ヌ
エ
ル
一
世
の
治
世
は
帝
国
最

後
の
繁
栄
期
で
あ
り
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
ロ
マ
ン
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
満

ち
た
半
生
は
、
欄
熟
期
の
ビ
ザ
ソ
ツ
宮
廷
と
そ
の
華
や
か
な
外
交
政
策
を
背

景
に
し
て
い
る
。
ま
た
彼
が
実
権
を
握
っ
た
一
一
八
ニ
ー
八
五
年
は
、
マ
ヌ

エ
ル
帝
の
晩
年
以
降
明
ら
か
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
帝
国
内
外
の
矛
盾
が
、
一

挙
に
表
面
化
し
た
時
代
で
あ
り
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
自
身
の
矛
盾
し
た
雷
門
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は
ま
さ
に
当
時
の
ビ
ザ
ソ
ツ
社
会
そ
の
も
の
の
反
映
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

彼
の
新
政
策
、
い
わ
ゆ
る
「
改
革
」
も
こ
の
こ
と
を
背
景
に
お
い
て
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
周
知
の
よ
う
に
、
そ
の
後
約
二
〇
年
に
し
て
帝
国
は

滅
び
る
。
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
治
世
は
短
い
が
、
ビ
ザ
ソ
ツ
史
に
お
い
て
占

め
る
位
澱
は
重
要
で
あ
る
。
本
稿
は
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
一
世
と
貴
族
と
の
関

係
を
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
治
世
の
歴
史

的
位
澱
づ
け
を
行
な
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

　
マ
ヌ
エ
ル
帝
の
晩
年
か
ら
羅
立
ち
始
め
、
続
く
ア
レ
ク
シ
オ
ス
ニ
倣
匿
甲

菖
憂
目
の
時
代
に
一
挙
に
表
面
化
し
た
帝
国
の
矛
盾
と
は
次
の
よ
う
な
も

　
　
　
　
④

の
で
あ
っ
た
。
e
貴
族
が
皇
帝
権
力
か
ら
自
立
す
る
傾
向
を
強
く
見
せ
は
じ

め
た
。
彼
ら
の
自
立
の
物
質
的
基
盤
は
、
禅
話
に
お
け
る
所
領
の
拡
大
に
あ

っ
た
。
反
面
、
多
く
の
農
民
は
隷
属
状
態
に
陥
っ
て
い
た
。
農
民
の
隷
属
・

困
窮
は
、
マ
ヌ
エ
ル
帝
に
よ
る
プ
ロ
ノ
イ
ア
制
の
大
規
模
な
実
施
、
国
家
役

人
の
不
当
な
搾
取
に
よ
っ
て
一
層
進
ん
だ
。
⇔
ラ
テ
ン
人
（
西
欧
と
く
に
イ

タ
リ
ア
人
）
が
帝
国
の
宮
廷
・
軍
事
・
経
済
生
活
に
著
し
い
進
出
を
み
せ
た
。

彼
ら
抜
き
で
は
ビ
ザ
ソ
ツ
帝
国
の
存
在
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
程
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
は
じ
め
と
し
て
、

大
都
市
の
市
民
層
が
反
発
し
、
新
た
な
政
治
勢
力
と
し
て
登
場
し
て
き
た
。

　
摂
政
お
よ
び
皇
帝
と
し
て
の
ア
ン
ド
三
四
コ
ス
の
前
に
は
、
以
上
の
よ
う

な
問
題
が
提
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
彼
は
政
権
奪
取
の
際
に
、
首
都
民
衆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
力
を
借
り
て
、
ラ
テ
ン
人
を
追
放
す
る
と
い
う
挙
に
で
て
い
た
。
そ
れ
ゆ

え
彼
に
は
、
貴
族
勢
力
の
統
御
の
他
に
、
ラ
テ
ン
人
な
し
で
帝
園
を
経
略
し

て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
彼
が
行
な
っ

た
「
改
革
」
は
次
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
い
た
。

　
一
、
官
僚
制
の
整
備
。
官
職
阪
売
を
廃
止
す
る
。
地
方
役
人
の
給
料
の
増

　
　
額
を
行
な
う
一
方
で
、
彼
ら
に
対
し
て
厳
し
い
監
督
措
置
を
講
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
　
と
く
に
徴
税
役
人
へ
の
統
制
を
強
め
て
、
税
微
収
の
公
正
化
を
計
る
。

　
二
、
貴
族
の
所
有
地
の
売
買
自
由
化
。
皇
帝
よ
り
下
賜
さ
れ
た
る
不
動
産

　
　
を
、
元
老
院
議
員
、
軍
人
に
非
ざ
る
者
に
移
譲
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
マ

　
　
　
　
　
　
プ
。
ス
多
マ
⑦

　
　
ヌ
エ
ル
帝
の
勅
令
を
廃
止
す
る
。

　
三
、
漂
着
船
略
奪
の
禁
止
。
嵐
を
避
け
て
接
岸
し
た
船
、
あ
る
い
は
嵐
に

　
　
よ
っ
て
難
破
・
漂
着
し
た
船
は
、
沿
岸
の
住
民
が
自
由
に
処
分
し
て
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
い
と
い
う
慣
習
を
廃
止
す
る
。

　
四
、
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
と
の
関
係
回
復
。
一
一
七
一
年
マ
ヌ
エ
ル
帝
に
よ
る
、

　
　
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
人
追
放
、
そ
の
財
産
没
収
の
措
置
以
降
、
断
交
状
態
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
つ
た
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
と
の
関
係
回
復
を
は
か
る
。

　
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
は
「
改
革
」
と
平
行
し
て
、
貴
族
に
対
す
る
人
身
攻
撃

を
行
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
幼
帝
ア
レ
ク
シ
オ
ス
ニ
世
の
摂
政
と
し
て
権
力
を

握
っ
た
が
ゆ
え
に
、
彼
は
常
に
他
の
皇
族
を
危
険
落
し
、
除
こ
う
と
努
め
た
。

ア
レ
ク
シ
オ
ス
ニ
世
に
代
っ
て
、
み
ず
か
ら
が
帝
位
に
つ
い
て
か
ら
も
こ
の
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アソドウニコスー世とビザソツ貴族（井上）

傾
向
は
続
き
、
有
力
貴
族
を
次
々
と
除
い
た
。
　
「
改
革
」
が
ゆ
き
づ
ま
る
程

に
迫
害
は
激
し
く
な
り
、
忠
実
な
臣
下
さ
え
も
、
さ
さ
い
な
事
で
処
刑
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ユ
グ
マ
イ
オ
イ

た
り
し
た
。
自
分
の
子
供
た
ち
が
帝
位
に
つ
く
時
に
は
、
　
「
小
人
」
だ
け
が

残
る
よ
う
に
、
と
い
う
の
が
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
意
図
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら

　
　
　
⑩

れ
て
い
る
Q

　
本
稿
の
課
題
で
あ
る
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
と
貴
族
の
関
係
の
分
析
は
、
こ

の
よ
う
な
彼
の
「
改
革
」
が
、
ど
れ
程
ま
で
貴
族
勢
力
の
弱
体
化
を
め
ざ
し

た
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
点
を
中
心
に
行
な
い
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
の
中
で
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
い
っ
て
、
二
つ
の
考

　
　
　
　
　
⑪

え
方
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
　
「
改
革
」
は
貴
族
の
勢
力
を
削
ご
う
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
が
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
焦
り
か
ら
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス

は
貴
族
に
対
す
る
直
接
的
な
攻
撃
を
行
な
っ
た
と
し
て
、
彼
の
反
貴
族
政
策

を
説
く
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
政
策
自
体
は
、
何
ら
貴
族
層

の
利
害
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
混
乱
・
ア
ナ
ー
キ
ー
に
陥
り

つ
つ
あ
っ
た
封
建
貴
族
の
支
配
体
制
を
再
建
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
ア

ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
政
権
は
、
貴
族
に
対
す
る
直
接
的
弾
圧
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

客
観
的
に
は
そ
の
利
害
を
代
弁
し
て
い
た
と
い
う
説
が
対
立
し
て
い
る
。
前

者
の
考
え
方
は
、
　
「
改
革
」
と
テ
ル
ー
ル
と
は
同
じ
指
向
性
を
も
っ
た
も
の

と
し
、
後
者
に
よ
れ
ば
、
　
「
改
革
」
と
テ
ル
ー
ル
の
矛
盾
の
中
に
、
ア
ソ
ド

ロ
ニ
コ
ス
の
悲
劇
の
源
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
二
つ
の
見
解
は
、
そ
れ
ぞ
れ
内
に
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
な
る
諸
見
解

を
含
み
つ
つ
、
真
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
見
解
の

存
在
は
、
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
行
な
っ
た
「
改
草
」
が
、
多
面
的
で
あ
り
、

相
互
に
矛
盾
す
る
点
を
含
ん
で
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
こ
と
は
ま
た
、
当
時
の
帝
国
社
会
の
抱
え
て
い
た
矛
盾
の
深
さ
の
現
わ
れ

で
も
あ
っ
た
。
次
に
我
々
は
、
ア
ン
ド
露
ニ
コ
ス
の
「
改
革
」
と
貴
族
と
の

関
連
を
具
体
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
当
時

の
貴
族
な
る
も
の
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
お
こ
う
。

　
①
　
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
は
、
ユ
ケ
タ
ス
が
第
一
次
史
料
。
峯
8
3
ω

　
　
O
『
o
巳
暮
霧
讐
ミ
絵
ミ
帖
斜
。
拝
H
，
切
。
置
お
J
b
ご
。
ロ
嵩
レ
。
。
ω
α
．
新
版
は
、
周
㌔
ダ
＜
㊤
昌

　
　
U
δ
富
昌
に
よ
っ
て
一
九
七
五
年
に
、
∩
o
壱
島
｛
8
江
§
二
日
凶
霧
。
困
貯
。
σ
図
鑓
亭

　
　
菖
舜
。
の
第
一
一
巻
と
し
て
出
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
ボ
ン
版
の
ペ
ー
ジ
数
で
引
用

　
　
す
る
。

　
②
　
峯
“
ミ
蕊
噛
劇
Q
Q
野

　
　
③
き
ミ
；
ま
b
。
■
国
器
欝
昏
貯
ω
o
囲
目
冨
㎝
ω
巴
。
巳
冨
唖
卜
魯
寡
§
恥
恥
蓉
職
§
恥
ミ

　
　
浮
言
ミ
。
ミ
ミ
「
9
．
ω
。
国
牌
一
巴
島
外
ρ
℃
銑
窪
旨
P
お
①
戸
、
℃
や
置
ム
9

　
④
　
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
一
世
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市

　
　
民
闘
争
」
、
『
人
文
研
究
』
三
〇
1
九
、
一
九
七
八
年
、
第
一
章
参
照
。
な
お
本
稿

　
　
の
叙
述
に
は
同
論
文
で
の
史
料
分
析
、
学
説
史
整
理
を
前
提
と
し
た
部
分
も
あ
る
、

　
　
是
非
、
合
わ
せ
読
ま
れ
た
い
。

　
⑤
　
ア
ン
ド
自
門
コ
ス
の
政
権
奪
取
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
、
第
二
章
。

　
⑥
男
∪
α
茜
。
詳
々
恥
遷
§
糺
ミ
映
ミ
q
ミ
ミ
§
§
ミ
§
糺
鴨
恥
。
無
＆
ミ
防
ぎ
§

　
　
肉
職
S
馬
吻
層
ン
2
目
ぎ
甲
切
o
H
＝
P
H
露
整
O
㎝
9
頃
9
嵩
①
9
＞
惑
無
塗
り
島
b
。
層
爵
り
’

　
⑦
男
O
O
H
α
q
o
業
況
誌
簑
§
’
ド
切
ら
n
。
。
■
い
N
名
。
。
・
層
辱
瞬
O
、
§
8
瞳
。
ミ
§
ミ
ミ
層
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｝
こ
お
塁
、
お
ω
一
糟
〆
δ
ド
押
や
幽
b
。
ρ

⑧
　
男
∪
α
一
σ
q
①
き
奪
偽
ミ
§
曜
窃
①
ρ
≧
．
ミ
塗
お
ω
－
島
。
。
■

⑨
即
U
黛
σ
q
2
涛
魂
ミ
§
層
δ
α
9

⑩
奪
嚢
ミ
ミ
塁
興

⑭
学
説
史
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
、
第
三
章
参
照
。

ニ
　
ビ
ザ
ン
ツ
貴
族

　
貴
族
を
抜
ぎ
に
し
て
は
ビ
ザ
ソ
ツ
政
治
史
は
語
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
貴
族
と
は
何
か
、
彼
ら
は
如
何
な
る
社
会
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
か

と
い
う
点
で
は
、
従
来
充
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
。
各
研

究
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
貴
族
な
る
も
の
を
概
念
化
・
類
型
化
し
て
は
い
る
が
、

一
般
に
認
め
ら
れ
た
貴
族
の
概
念
・
類
型
の
確
立
に
は
、
な
お
程
遠
い
も
の

が
あ
る
。
各
々
の
研
究
者
の
提
示
す
る
貴
族
像
の
差
異
、
多
様
性
は
、
の
ち

に
見
る
よ
う
に
、
ビ
ザ
ソ
ツ
貴
族
そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
由
来
す
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
一
世
と
貴
族
の
関
係
を
論
じ
る

の
に
先
立
っ
て
、
筆
者
も
ま
た
筆
者
な
り
の
ビ
ザ
ソ
ツ
貴
族
像
を
提
示
す
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
。

　
マ
ル
ク
．
ブ
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
貴
族
と
呼
ば
れ
る
た
め
に
は
、
社
会
的

特
権
が
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
か
っ
こ
の
法
的
身
分
が
世
襲
さ
れ
て
ゆ
く
、

と
い
う
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
身
分
と

し
て
の
貴
族
は
、
西
旨
旨
ロ
ヅ
パ
封
建
制
の
第
二
期
、
＝
一
瞬
紀
以
降
に
よ

う
や
く
現
わ
れ
る
。
封
建
制
の
第
一
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
富
、
支
配
権
、

軍
事
力
、
生
活
様
式
に
よ
っ
て
、
他
の
人
々
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
事

実
上
の
貴
族
蜀
き
三
。
。
。
。
。
。
O
o
貯
一
け
」
が
存
在
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ

に
対
し
て
一
二
世
紀
以
降
の
貴
族
は
「
法
的
貴
族
獲
謬
○
げ
ざ
。
。
ω
o
O
o
母
。
騨
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
貴
族
で
あ
っ
た
と
ブ
ロ
ッ
ク
は
述
べ
て
い
る
。
、

　
ビ
ザ
ソ
ツ
に
お
い
て
は
事
情
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
注
目
さ
れ
る

点
は
、
貴
族
を
指
し
示
す
言
葉
が
、
駄
㍗
隷
N
o
♪
巴
罵
言
n
＆
§
魯
黛
＆
ひ

費
§
ミ
鋤
（
1
1
⇒
o
ぴ
強
ω
Y
暑
8
ミ
忌
8
曾
℃
。
鼠
ひ
曾
遷
3
へ
な
ど
多
様
で
あ

っ
て
、
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
あ
る
個
人
、
家

族
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
高
貴
な
」
と
呼
ば
れ
、
あ
る
い
は
貴
族
と
は
み

な
さ
れ
な
か
・
た
り
し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
吻
・
こ
れ
ら
の
、
」
と
は
・
貴

族
の
概
念
が
曖
昧
で
あ
っ
た
こ
と
、
貴
族
と
非
貴
族
の
区
別
が
鮮
明
で
な
か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
確
固
た
る
貴
族
身
分
が
存
在
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
9
㍗
隷
奪
以
下
の
表
現
が
示
す
よ
う
に
う
何
ら

か
の
基
準
に
従
っ
て
、
他
の
人
々
と
は
区
別
さ
れ
る
貴
族
的
存
在
、
ブ
ロ
ッ

ク
の
雷
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
げ
ロ
。
玄
①
。
。
ω
Φ
山
Φ
鍵
搾
は
確
か
に
存
在
し

た
。
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
貴
族
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

貴
族
と
は
ど
の
よ
う
な
属
性
を
も
つ
人
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
し
時
代

を
遡
っ
て
検
討
を
加
え
よ
う
。

　
一
〇
世
紀
の
法
令
は
、
貴
族
た
る
こ
と
の
指
標
が
、
何
よ
り
も
国
家
の
官

134　（632）



アソドロニコスー世とビザソツ貴族（井上）

位
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
宮
廷
で
の
席
次
は
宮
位
な
ら
び
に
官
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
よ
っ
て
は
っ
き
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
長
大
な
官
位
・
宮
職
表
の
あ
る
点

で
区
切
り
、
そ
こ
か
ら
上
の
人
々
が
、
貴
族
的
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
と
え
ば
、
九
三
四
年
の
法
令
は
、
有
力
者
に
小
農
民
の
土
地
を
兼
併
す
る

こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
有
力
者
韮
デ
ュ
ナ
ト
イ
曾
遷
8
へ
が
そ
の
地

位
に
付
随
し
た
権
限
で
も
っ
て
、
土
地
兼
併
を
行
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
デ
ュ
ナ
ト
イ
と
は
マ
ギ
ス
ト
ロ
ス
以
上
の
官
位
の
保
有
者
、
文
武
の

官
職
保
有
者
、
元
老
院
議
員
、
修
道
院
長
な
ど
教
会
関
係
の
長
、
さ
ら
に
テ

マ
の
長
官
・
前
長
官
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
ー
ト
ス
パ
タ
リ
オ
ス
以
上
の
宮
門
の

者
は
、
殺
人
罪
を
犯
し
て
も
死
刑
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
名
誉
1
1
官

位
を
柔
な
う
こ
と
、
及
び
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
の
他
の
処
罰
を
受
け
る
こ
と
、

　
　
　
．
⑤

と
い
う
規
定
も
ま
た
、
特
定
の
身
分
特
権
を
も
つ
貴
族
の
基
準
が
、
国
家
の

官
位
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
〇
世
紀
の
貴
族
は
、
以
上
み
た
よ

う
に
、
法
的
に
定
め
ら
れ
た
身
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
官
位
は
原
則
と

し
て
一
代
限
り
の
も
の
で
あ
り
、
世
襲
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

も
、
官
僚
制
の
整
備
さ
れ
た
一
〇
世
紀
に
お
い
て
も
、
貴
族
た
る
こ
と
は
必

ず
し
も
官
位
だ
け
で
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
文
人
皇
帝
コ
ソ
ス

タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
七
世
O
o
ロ
ω
富
算
言
①
＜
凝
は
、
義
父
で
あ
り
、
自
分
に

代
っ
て
帝
権
を
行
使
し
て
い
た
ロ
マ
ノ
ス
一
世
レ
カ
ペ
ノ
ス
図
。
藁
蓑
拐
H

ピ
Φ
＄
℃
魯
諺
を
軽
蔑
し
て
、
「
平
凡
で
無
学
な
入
物
」
と
い
い
㍗
ロ
マ
ノ
ス
が

宮
廷
や
ロ
ー
マ
人
の
習
慣
に
な
じ
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
さ
ら

に
付
け
加
え
て
、
「
皇
帝
一
族
で
も
、
良
き
生
ま
れ
の
一
族
の
出
で
も
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
ロ
マ
ノ
ス
を
非
難
し
て
い
る
。
教
養
の
な
さ
と
家
柄
の
低
さ
は
、
高
貴
な

者
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
貴
族
た
る
こ
と
は
単
に
官
位
だ

け
の
問
題
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
的
教
養
、
良
き
家
の
生
ま
れ
と
い
う
こ
と

も
ま
た
、
そ
の
条
件
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
教
養
や
家
柄
と
い
う
条
件
も
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
一
〇
世
紀
に
は
、
官

位
と
い
う
一
応
の
基
準
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
一
世
紀
に
は
、
官
僚
制
が

崩
壊
し
、
富
位
も
実
質
を
と
も
な
わ
な
い
も
の
に
な
っ
た
。
プ
ロ
ー
ト
ス
パ

タ
リ
オ
ス
以
上
に
与
え
ら
れ
て
い
た
裁
判
上
の
特
権
は
九
九
六
年
に
廃
止
さ

れ
た
。
ミ
カ
エ
ル
・
プ
セ
ル
ロ
ス
蜜
8
財
ρ
9
男
。
。
9
ご
ω
は
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ

ィ
ノ
ス
蓋
世
O
§
ω
賞
簿
ぎ
o
H
図
（
在
位
一
〇
四
二
i
五
五
）
を
非
難
し
て
、

「
国
家
の
爵
位
に
は
段
階
が
あ
る
。
そ
の
昇
進
は
不
変
の
法
に
よ
っ
て
定
め

ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は
そ
れ
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
。
ア
ゴ
ラ
の
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
人
々
と
す
べ
て
の
貧
民
を
、
彼
は
元
老
院
の
メ
ン
バ
ー
に
し

⑦た
」
と
い
う
。
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
一
〇
世
O
。
⇔
。
。
仲
p
馨
冒
Φ
×
（
在
位
一

〇
五
九
－
六
七
）
も
ま
た
、
　
「
彼
ら
手
工
業
者
の
場
合
に
は
高
い
地
位
に
つ

け
て
や
っ
た
。
彼
は
こ
の
時
ま
で
豊
富
と
元
老
院
の
間
に
あ
っ
た
区
別
、
境

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

壁
を
取
り
除
き
、
別
々
だ
っ
た
も
の
を
一
つ
に
し
た
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。

官
僚
制
の
解
体
・
官
位
の
有
名
無
実
化
の
結
果
、
単
一
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
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も
っ
て
、
貴
族
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
法
で
定
め

ら
れ
て
は
い
な
く
と
も
、
「
事
実
上
の
貴
族
」
は
二
世
紀
に
も
存
在
し
た
。

当
時
の
貴
族
な
る
も
の
を
同
時
代
の
史
料
か
ら
描
き
だ
し
て
み
よ
う
。

　
一
〇
七
〇
年
代
に
書
か
れ
た
『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
』
で
は
、
人
間
は
三
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
裁
判
権
を
も
ち
、

皇
帝
に
話
し
か
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
々
を
、
著

者
ヶ
カ
ゥ
メ
ノ
ス
O
①
o
磐
旨
①
ロ
煽
ω
は
「
富
め
る
人
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。

第
二
は
、
自
由
に
話
し
か
け
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
中
層
の
人
々
で
あ

り
、
第
三
は
ま
っ
た
く
の
下
層
民
で
あ
っ
た
。
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
は
、
み
ず
か

ら
権
利
を
行
使
で
き
る
能
動
的
個
人
、
皇
帝
に
対
し
て
も
一
定
の
自
主
性
を

も
ち
、
か
つ
金
持
で
あ
る
と
い
う
人
を
、
貴
族
と
考
え
た
と
い
え
よ
う
。

『
ス
ト
ラ
テ
ギ
コ
ソ
』
は
こ
の
よ
う
な
貴
族
の
た
め
の
行
動
の
指
針
で
あ
り
、

当
時
の
貴
族
の
存
在
形
態
が
興
味
深
く
窺
わ
れ
る
。
彼
は
地
方
の
文
武
の
官

職
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、
官
位
は
神
の
恵
み
で
あ
る
と
表
現
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ィ
‡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

る
。
官
位
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
家
の
重
要
性
も
説
か
れ
て
い
る
。
た
だ

し
彼
に
よ
れ
ば
、
家
と
は
祖
先
・
家
柄
で
は
な
く
、
自
己
の
安
住
の
地
、
経

営
体
で
あ
っ
た
。
官
位
に
あ
っ
て
も
、
家
を
怠
る
な
と
。
さ
ら
に
官
位
に
つ

く
こ
と
な
く
、
所
領
の
経
営
老
、
村
落
や
城
塞
カ
ス
ト
ロ
ン
の
所
有
者
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

て
立
ち
ゆ
く
際
の
心
が
け
に
つ
い
て
も
、
彼
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ケ

カ
ウ
メ
ノ
ス
は
、
官
位
・
宮
職
を
重
視
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な

く
、
自
己
の
所
領
の
経
営
者
た
る
こ
と
も
、
貴
族
の
あ
り
方
の
一
つ
と
考
え

て
い
た
。

　
ケ
カ
ウ
メ
ノ
ス
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
プ
セ
ル
ロ
ス
は
、
パ
シ
レ
イ
ォ
ス
ニ

世
切
ρ
。
。
揮
回
H
（
在
位
九
七
六
－
一
〇
二
五
）
を
非
難
し
て
、
名
門
の
人
々
を

そ
の
地
位
か
ら
引
き
ず
り
降
し
た
、
自
分
の
周
囲
に
、
輝
か
し
い
精
神
や
教

，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

養
も
な
く
、
家
柄
も
良
く
な
い
人
々
を
集
め
て
い
た
、
と
記
し
て
い
る
。
反

一
躍
、
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
・
カ
バ
シ
ラ
ス
O
o
ロ
。
。
げ
餌
口
獣
昌
¢
O
㊤
び
ρ
ω
障
帥
ロ
α
を

能
え
て
、
　
「
ギ
リ
シ
ア
出
身
で
は
な
い
が
、
そ
の
精
神
は
高
貴
な
一
族
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
英
雄
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
プ
セ
ル

ロ
ス
は
家
柄
を
重
視
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
人
個
人
の
教
養

や
資
質
と
い
っ
た
も
の
が
一
層
重
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
こ
そ
が
貴
族

で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
0
8
ω
富
早

諏
器
∪
8
霧
は
、
「
祖
先
に
よ
っ
て
輝
か
し
く
、
ま
た
彼
自
身
の
性
質
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

賢
明
さ
に
よ
っ
て
一
層
輝
か
し
い
」
入
物
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
若
干
の
史
料
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
一
〇
五
七
年
の
ニ
カ
イ
ア

の
戦
い
に
お
け
る
ニ
ケ
フ
ォ
ロ
ス
・
ボ
タ
ネ
イ
ア
テ
ー
ス
累
8
0
℃
び
。
暴
ω

切
◎
富
昌
禽
暮
。
。
。
の
活
躍
を
斎
え
て
、
ア
タ
レ
イ
ア
テ
ー
ス
は
、
彼
の
将
軍
と

し
て
の
能
力
、
勇
敢
な
行
為
の
源
は
、
そ
の
高
貴
な
血
筋
に
あ
る
、
と
記
し

　
　
⑮

て
い
る
。
こ
の
ボ
タ
ネ
イ
ア
テ
1
ス
は
七
八
年
に
皇
帝
と
な
っ
た
が
、
皇
帝

と
し
て
彼
は
、
反
逆
し
た
ア
ル
コ
ソ
た
ち
に
対
し
て
、
署
名
入
り
の
金
印
勅
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書
を
与
え
、
各
々
の
ア
ル
コ
ソ
が
か
つ
て
所
持
し
て
い
た
富
国
と
班
領
を
、

引
き
続
き
所
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
や
っ
た
と
い
う
記
事
が
、
史
家
ブ
リ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

エ
ソ
ニ
オ
ス
の
叙
述
の
中
に
み
え
る
。
こ
こ
で
は
ア
ル
コ
ソ
と
は
、
官
位
と

土
地
所
有
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
一
一
世
紀
に
は
、
官
位
の
み
で
貴
族
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
早
緒
と
並
ん
で
、
寓
、
家
柄
、
個
人
の
才
能
が
強
調
さ
れ
、
さ
ら

に
一
〇
世
紀
に
は
ふ
れ
ら
れ
な
か
っ
た
属
性
と
し
て
、
大
土
地
所
有
者
、
所

領
の
経
営
者
と
い
う
側
面
へ
の
言
及
も
現
わ
れ
る
。

　
一
〇
八
一
年
に
即
位
し
た
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
世
は
、
漸
た
な
支
配
体
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

確
立
す
る
た
め
、
有
名
無
実
化
し
て
い
た
官
位
称
号
の
改
革
を
行
な
っ
た
。

　
本
稿
と
の
関
連
で
は
、
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
セ
パ
ス
ト
ス
を
は
じ
め

と
す
る
新
た
な
高
位
称
号
は
、
一
〇
世
紀
の
称
号
体
系
と
は
異
な
り
、
官
職
、

職
務
と
の
対
応
関
係
に
は
な
く
、
皇
帝
と
の
親
戚
・
姻
戚
関
係
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。
名
門
貴
族
の
多
く
は
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
家
と
縁
を
結
び
、
漸
た
な

称
号
体
系
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
同
時
に
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
貴
族
の

祖
先
に
対
す
る
関
心
は
極
め
て
高
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
平
氏
も
続
い
た

家
系
こ
そ
が
貴
族
で
あ
る
、
と
い
う
意
識
で
あ
っ
た
。
家
柄
の
良
さ
が
貴
族

の
第
一
の
属
性
と
な
り
、
官
位
・
官
職
は
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

ア
ン
ナ
・
コ
ム
ネ
ナ
》
諺
餌
O
o
日
誌
窪
9
は
、
ア
ス
ピ
エ
テ
ー
ス
諺
ω
豆
①
言
ω

と
い
う
人
物
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
話
を
伝
え
て
い
る
。
ア
ス

ピ
エ
テ
ー
ス
が
軍
事
に
は
未
熟
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
皇
帝
ア
レ
ク

シ
オ
ス
は
彼
を
軍
司
令
官
に
任
命
し
た
。
そ
の
結
果
、
ビ
ザ
ソ
ツ
軍
は
ア
ソ

チ
オ
キ
ア
公
と
の
戦
い
に
敗
北
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
ン
ナ
は
こ
の
点
を

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
　
「
皇
帝
が
な
ぜ
ア
ス
ピ
エ
テ
ー
ス
の
無
能
さ

に
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
、
不
思
議
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
私
は
父

を
弁
護
し
た
い
。
ア
ス
ピ
ェ
テ
ー
ス
の
家
柄
の
高
貴
さ
は
、
皇
帝
を
信
用
さ

せ
た
。
一
族
の
輝
か
し
さ
と
そ
の
名
の
有
名
さ
が
、
彼
に
指
揮
権
を
委
ね
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

こ
と
に
大
い
に
与
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
　
コ
ム
ネ
ノ
ス
触
毛
に
入
る
と
、
家

柄
が
貴
族
の
最
重
要
の
指
標
と
な
り
、
か
つ
名
門
貴
族
は
絹
互
に
縁
組
み
を

行
な
っ
て
、
コ
ム
ネ
ノ
ス
一
門
を
形
成
し
た
。
高
貴
な
家
系
H
コ
ム
ネ
ノ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

一
門
の
多
く
が
、
大
領
主
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
本
論
文
が
対
象
と
す
る
＝
一
世
紀
末
に
お
い
て
、
貴
族
と
は
ど
の
よ

う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
も
ま
た
一
一
世
紀
末
以
来
の

傾
向
を
受
け
つ
い
で
、
家
柄
の
良
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
テ
サ
ロ
ニ
カ
の

大
主
教
エ
ウ
ス
タ
テ
ィ
オ
ス
国
拐
け
暮
匡
易
は
、
自
分
と
同
程
度
の
者
と
は

結
婚
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
策
を
用
い
て
ま
で
し
て
、
貴
族
の
妻
を
求
め
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

と
し
て
罰
せ
ら
れ
た
人
物
を
、
手
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
。
さ
ら
に
ニ
ケ
タ

ス
・
コ
ニ
ア
テ
ー
ス
翼
一
8
挫
p
。
。
O
げ
。
二
野
①
ω
の
『
歴
史
』
は
随
所
で
、
当

時
の
貴
族
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
　
「
み
ず
か
ら
の
手
で
権

利
を
行
使
で
き
る
人
」
と
呼
ば
れ
、
生
ま
れ
と
寓
を
誇
り
、
貧
し
い
者
と
共
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⑳

に
裁
か
れ
る
こ
と
を
恥
と
考
え
る
人
々
、
　
「
宮
位
と
生
ま
れ
に
よ
っ
て
高
貴

　
　
　
　
　
　
⑫

な
人
々
」
が
い
た
。
一
層
興
味
深
い
の
は
、
皇
帝
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
が
、
宮

廷
に
元
老
院
議
員
・
官
職
保
有
者
を
集
め
て
命
令
を
下
し
た
時
、
彼
ら
は
直

ち
に
そ
の
命
令
を
、
自
己
の
所
領
の
荘
宮
、
地
方
に
お
け
る
官
職
代
理
人
に

伝
え
る
べ
く
、
使
者
を
遣
わ
し
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス

一
世
時
代
に
は
、
生
ま
れ
、
官
位
、
富
ゆ
え
に
尊
ば
れ
、
身
分
的
な
特
権
を

行
使
す
る
人
々
が
い
た
。
こ
れ
ら
貴
族
は
、
官
職
と
所
領
を
合
わ
せ
も
つ
名

門
の
人
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
加
え
て
、
皇
帝
か
ら
プ
ロ
ノ
イ
ア
と
し
て
、
一

定
額
の
国
税
徴
収
権
、
土
地
と
そ
こ
に
居
住
す
る
住
民
を
与
え
ら
れ
、
軍
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ト
ラ
テ
イ
オ
　
テ
　
ス

と
し
て
皇
帝
に
仕
え
た
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
老
を
、
下
層
の
貴
族
と
考
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
⑳

と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
、
一
二
世
紀
末
の
貴
族
層
に
対
し
て
、
ア
ン

ド
ロ
ニ
コ
ス
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
、
本

章
で
の
分
析
に
基
き
つ
つ
、
貴
族
の
官
職
保
有
者
と
し
て
の
側
面
、
大
土
地

所
有
者
と
し
て
の
側
面
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
政
策
を

検
討
し
た
い
。
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猿
他

　
訳
『
封
建
社
会
臨
2
、
み
す
ず
霞
欝
、
一
九
七
六
年
。

②
　
＞
9
踵
」
（
慧
窪
建
9
、
ミ
§
蜜
轟
＆
昏
ミ
§
。
・
o
ミ
亀
§
運
ミ
さ
器
。
、
ミ
§
昏
貸
曽
㍗

　
§
ミ
§
迷
！
ミ
こ
。
‘
三
。
。
臣
p
お
録
第
二
章
参
照
。

③
一
・
ψ
b
づ
母
ざ
§
恥
守
懸
ミ
画
ミ
」
糺
ミ
ミ
無
ミ
§
恥
ど
巻
｝
轟
慧
導
恥
≧
嵩
き

　
9
ミ
寒
ミ
”
巨
。
巳
§
’
お
訟
嚇
客
9
ぎ
唇
二
野
α
の
亀
卜
騎
勘
q
醇
譜
㌣
勢
駄
§
§

　
ξ
恥
§
ミ
ミ
砺
§
動
N
k
“
無
㌶
。
恥
趨
。
演
噂
勺
胃
凶
ω
し
り
謎
’

④
旨
嵩
Q
ミ
ミ
ミ
。
ミ
§
§
ミ
㌧
目
・
娼
や
b
。
O
㎝
鞠
．
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四
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の
法
令
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体
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デ
ュ
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ト
イ
と
い
う
裟
現
を
用
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て
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な
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が
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九
二
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年
、
四
七
年
、
九
穴
年
の
法
令

　
の
い
う
デ
ュ
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ト
イ
と
献
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人
々
を
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と
考
え
ら
れ
る
。

⑥
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。
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叙
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二
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岡
噛
や
q
R
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〉
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轟
蓉
鼻
・
M
【
良
建
層
。
博
．
驚
野
6
噸
P
お
刈

⑲　
国
a
馬
ミ
ミ
匿
勲
幽
心
－
海
9

⑳　
ミ
聴
ミ
賄
噛
鼻
凹
り
．

＠　
奪
ミ
こ
ω
α
ρ
ω
唖
ピ
切
O
o
Q
層
望
一
層
㎝
誤
な
ど
。

＠　
N
守
ミ
こ
蒔
卜
⊃
窃
－
心
b
◎
ρ
膳
b
o
N

㊥　
ρ
○
ω
貯
。
σ
q
o
富
に
ざ
．
同
冨
》
ユ
ω
8
0
養
。
団
．
”
や
一
b
。
．

⑳

三
　
ア
ン
ド
日
ニ
コ
ス
［
世
と
貴
族

　
史
家
ニ
ケ
タ
ス
・
コ
ニ
ア
テ
ー
ス
は
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
帝
の
由
貢
族
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ウ
バ
ト
リ
ダ
イ

す
る
迫
害
の
事
例
を
多
数
伝
え
て
い
る
。
「
貴
族
で
あ
る
こ
と
は
、
黙
っ
て

い
て
も
そ
れ
だ
け
で
告
発
の
対
象
と
な
り
、
戦
争
で
功
が
あ
っ
た
り
、
生
れ

つ
い
て
の
す
ば
ら
し
い
身
体
や
美
し
さ
、
そ
の
他
の
美
点
を
も
っ
て
い
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
は
、
ア
ソ
ド
ロ
一
一
コ
ス
を
苛
立
た
せ
」
る
と
い
う
事
態
で
あ
っ
た
。
同
じ

く
ニ
ケ
タ
ス
は
、
農
民
た
ち
が
テ
オ
ド
ロ
ス
・
ダ
デ
ィ
ブ
レ
ノ
ス
と
い
う
、

皇
帝
側
近
の
有
力
者
を
訴
え
た
時
、
帝
は
農
民
の
主
張
を
全
豊
津
に
認
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ダ
デ
ィ
ブ
レ
ノ
ス
を
罰
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
は
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

教
会
の
壁
に
、
鎌
を
も
ち
働
く
姿
を
し
た
自
分
の
肖
像
を
掲
げ
た
り
も
し
た
。

し
か
し
、
一
部
の
研
究
者
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
藏
ち
に
、
　
「
反

貴
族
」
　
「
農
民
の
皇
帝
」
と
い
う
結
論
を
下
す
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
早
急
で

あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、
貴
族
の
官
位
・
官
職
保
有
者
と
し
て
の
側
面
、
大
土

地
所
有
者
と
し
て
の
側
面
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
政
策
・

態
度
を
検
討
し
た
い
。

　
ア
ン
ド
招
ニ
コ
ス
は
官
僚
制
の
整
備
に
努
め
た
。
彼
は
官
職
販
憎
冗
を
廃
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

し
、
「
地
方
役
人
に
は
立
派
な
人
々
、
元
老
院
の
良
き
人
々
を
任
じ
た
。
」
そ

し
て
そ
の
給
料
を
大
巾
に
増
額
し
、
彼
ら
が
、
特
別
税
の
徴
収
な
ど
に
よ
っ

て
、
任
地
で
住
民
を
不
正
に
収
奪
す
る
こ
と
を
未
然
に
防
ご
う
と
し
た
。
無

論
、
官
僚
の
不
正
に
対
し
て
は
厳
し
い
措
置
が
と
ら
れ
た
。
帝
に
対
し
て
批

判
的
な
ニ
ケ
タ
ス
も
こ
の
点
で
は
賛
辞
を
惜
し
ま
な
い
。
　
「
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ

ス
の
名
は
徴
税
役
人
の
魔
術
を
破
り
、
消
し
て
し
ま
う
も
の
の
よ
う
で
あ
っ

た
。
」
「
そ
れ
ゆ
え
、
諸
都
市
は
急
速
に
繁
栄
へ
と
撃
っ
た
。
土
地
は
百
倍
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
収
穫
を
も
た
ら
し
、
生
活
に
必
要
な
口
㎜
物
は
ほ
と
ん
ど
そ
ろ
っ
た
。
」
ミ

カ
エ
ル
・
コ
ニ
ア
テ
ー
ス
竃
ぱ
げ
ρ
①
｝
O
げ
。
銭
舞
。
。
り
も
ま
た
、
ア
テ
ネ
の
町

が
帝
の
改
革
、
清
廉
な
役
人
の
派
遣
に
よ
っ
て
、
大
い
に
繁
栄
を
圓
復
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

つ
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
　
「
改
革
」
は
短
命
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、

全
国
的
な
史
料
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
ど
れ
程
の
成
果
を
あ
げ
た
の
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
と
も
か
く
も
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
は
、
貴
族
が
属
州
に
お
い
て
、

官
職
を
利
用
し
て
農
民
収
奪
を
行
な
う
の
に
、
歯
止
め
を
か
け
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ン
ド
ρ
ニ
コ
ス
政
権
下
で
高
位
の
官
職
に
つ
き
、
帝
国
の
政
治
・
軍
事

を
主
導
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ブ
ラ
ン
ド
は
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番号 人　　　　物 宮位・官職・その他 史　　　料

1　1　lsaac　Aaron 帝の側近，刑の執行 N．191－2

備

（d）

2　IJohn　Apotyras κρζτ加τ・oβカ2・ひ N．443－4

3　1　Alexius　Branas στρατηγ69，最有力の将軍 N．412－3，　E．721　O

4　IJohn　Branas στρατηγ69．Durazzo防衛 N．411，　E．64 o
5　1　Nicetas　Choniates 史家，この時期の地位は不詳 N．355，　E．72 ＊

6　1Theodore　Chumnos zava6PaoTog　oEPa’aT6g
zcrρτvZcfρtog，将軍　・

L．　ne　66．

E．20

7　1　Alexius　Comnenus 　　　　　　　ノπρωτ0στρατωρ N．337，　E．20 o
8　lDavid　Comnenus テサロニカの長官 N．411 o
9　iJohn　Comnenus 皇帝の次男，テサロニカ防衛 N．412－3，　E．721　O

10　1　Manuel　Comnenus σεβαστoκρ凌τωρ，帝の長男 Yi．439 o
11　1　Tlieodore　Dadibrenos πρ・εστ09τφツραβδ岬6ρωリ N．354

12　1　Demetrius　Drimys nPcre’T（z，F）（？） ＊

13　［　Andronicus　Ducas 帝の忠実な臣下 N．379 o
4

♪
■

1 Constantine　Ducas
μ6γα96ταζρζ凌ρズη9，クレタ島

統治
M　iM．　re．　P．237　1　0

15　1　George aePaarbg N．348

工6　Alexius　Gidos
μErα9δoμ6στ‘κ09τφジAvα一
τ02ζκのッ E．72

17　i　Stephen　Hagiochristphorites
Sr，i　roD　aTpcrTofi，　20roe6Tvg，
aePcrarbg E．44－6，　48 ＊

18　1　Michael　Hagiotheodorites bnorpcrgev”g　Pcrat2erco’g E．46

19　1　Michael　1／laploucheir
rcptT’2g　Tafi　Ph2ev，　zptoTo－

voTal）gvg　roO　Op6ttov N．436－7

mligj－IEetEILISfLeftielgE－1？EgeEsil　lkc　materos　Ducas

20roOgrug　rofi　o“p6ptov N．345 o
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Basil　1〈amateros 総主教 N．357，　E．48 o
John　Kamateros επ～τoDκαりごκλε～oo Yi．355 o
Manuel　1〈amytzes

πρωτoστρ6τωρ（？），対ノルwン

戦争
E．72，　N．502 o

Andronieus　Lapardftc　s 将軍 N．359－62

Constantine　Makroducas rravunepa6Pevarog N．407

Theodore　Matzulces Szorpcrp”dirrpg L．　ne　66．

John　li’laurozomes gsPcraTag E．88 ＊

Theodore　Maurozomes 舖す乙麓リテース（エ7）の死E・46
＊

Leo　liYEonas，teriotes
κρκ加τoDβ珍え0ひ・元老隣iの長：
c？） N．344，　406

Nicephorus 窟官，πcrρcvrcoeFt（bgεvog E．72，　N．412

考
⑭

×

×

×

×

×
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○E．72，　N．412

N．344，　437

N．348

E．64

将軍（？），紺ノルマソ戦争

κρζτカ9τooβhλov，‘π～τφり
ゆ　　　　ロ

。εησεωリ・

πρα～τωρ（P）

二手，皇女マリア処刑。

ドナウ地方の統治，帝の娘婿。

Audronicus　Palaeologus

Constantine　Patrenos

劃
銘

Nicephorus　Prosuchos

Pterygionites

33

34

Romanos35

N．437

＊N．344

＊N．348

Ts）（eTcranrcPn’crg・

κρζτ加τ・oβ02・ひ・

i’L－crePeedPZrpg・

George　Skyllitzes36

Demetrius　Tornikes37

Constantine　Tripsychos38

（注）史料は初出あるいは代表的な箇所のみ。Lは『ララウ修道院文書』

　　vヌエル・コムネノス（10）は高位にあったがアソドロニコスには協力的でなかった。コンス
　　　タンティノス・ドcr　一カス（14）については第3章。

　　○印はアレクシオス1世～マヌエル1世時代の有力家系。
　　　＊印は1180－1204に急に高位についた家系。　（いずれもA』，1〈a》icnaH，　oP．　cit．，　cTp，116－122

　　より）。×印はアソドロ＝コスの治世の間に失脚した者。

ア
ソ
ド
ロ
ニ

コ
ス
が
用
い

た
人
々
に
つ

い
て
、
次
の

よ
う
に
ま
と

　
　
　
⑦

め
て
い
る
。

帝
は
名
門
の

貴
族
を
高
位

・
高
官
に
登

用
す
る
の
に

や
ぶ
さ
か
で

は
な
か
っ
た
。

が
間
時
に
、

新
興
の
官
僚

層
や
成
り
上

り
者
を
も
多

く
用
い
て
い

た
、
と
。
彼

の
研
究
を
も

と
に
、
若
干

の
補
正
を
加
え
て
、
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
帝
下
の
高
位
・
高
官
を
一
覧
表
に
し

た
の
が
上
表
で
あ
る
。
確
か
に
ブ
ラ
ン
ド
も
い
う
よ
う
に
、
名
門
費
族
の
人

の
名
も
見
え
る
（
○
印
）
。
し
か
し
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
世
か
ら
マ
ヌ
エ
ル
一

世
に
か
け
て
の
一
世
紀
の
間
に
、
名
門
と
し
て
定
着
し
て
い
た
家
系
の
う

ち
、
ボ
タ
ネ
イ
ァ
テ
…
ス
、
　
タ
ロ
ニ
テ
ー
ス
日
照
O
巴
け
＄
、
　
ア
ン
ゲ
ロ
ス

》
夷
之
ω
、
バ
タ
ツ
ェ
ー
ス
切
舞
ρ
訂
8
、
ブ
リ
ュ
エ
ン
ニ
オ
ス
切
蔓
窪
巳
島
、

ガ
ブ
ラ
ス
O
p
訂
舘
な
ど
の
家
系
の
名
は
見
え
な
い
。
こ
の
う
ち
、
ア
ソ

ゲ
ロ
ス
と
バ
タ
ツ
ェ
ー
ス
は
公
然
と
敵
対
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ブ
ラ
ン

ド
の
よ
う
な
折
衷
的
な
評
価
よ
り
も
、
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
帝
の
、
高
位
・
高

官
任
用
に
お
け
る
反
貴
族
的
態
度
の
側
面
を
強
調
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
時
代
に
急
に
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
人
物
・
家
系
（
表
の
※
印
）
の
代

表
例
と
し
て
、
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
・
ハ
ギ
オ
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
リ
テ
ー
ス
を
と
り

　
　
　
　
　
⑧

あ
げ
て
み
よ
う
。
彼
の
父
は
、
地
位
は
低
か
っ
た
が
、
国
庫
の
役
人
で
あ
っ

た
。
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
不
正
を
行
な
い
、
財
を
な
し
た
と
い
わ
れ
て
い

る
。
ス
テ
ー
フ
ァ
ノ
ス
は
、
貴
族
の
妻
を
求
め
よ
う
と
し
て
印
せ
ら
れ
、
鼻

を
剛
ぎ
落
さ
れ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
は
こ
の
人
物
を

舞
～
8
0
亀
魯
8
0
の
職
に
つ
け
、
重
用
し
た
。
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
テ
ル

ー
ル
の
執
行
人
の
中
で
も
、
彼
は
も
っ
と
も
目
立
つ
人
物
で
あ
り
、
ア
レ
ク

シ
オ
ス
ニ
世
の
処
刑
、
マ
ク
ロ
ド
ゥ
ー
ガ
ス
の
処
刑
の
執
行
人
で
あ
っ
た
。

薫
じ
く
帝
の
腹
心
で
あ
っ
た
ト
リ
プ
シ
コ
ス
を
追
い
落
し
、
ま
さ
に
ア
ン
ド
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P

ロ
ニ
コ
ス
の
片
腕
と
な
っ
た
。
彼
は
ロ
ゴ
テ
テ
ー
ス
の
職
と
セ
バ
ス
ト
ス
の

称
号
を
帯
び
た
の
で
あ
る
。
ノ
ル
マ
ソ
人
の
侵
攻
の
際
に
、
帝
都
内
の
危
険

人
物
の
大
量
処
刑
を
提
案
し
た
の
も
彼
で
あ
り
、
イ
サ
キ
オ
ス
・
ア
ソ
ゲ
霧

ス
の
逮
捕
を
主
張
し
た
の
も
彼
で
あ
っ
た
。
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
は
み
ず
か
ら
イ

サ
キ
オ
ス
を
逮
捕
に
向
い
、
逆
に
殺
さ
れ
た
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、

反
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
暴
動
が
起
り
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
が
失
脚
す
る
の
で
あ

る
。
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
は
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
一
世
と
運
命
を
一
に
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
中
・
下
層
か
ら
の
高
位
・
高
官
の
任
用
は
、
名
門
貴
族
に

対
す
る
闘
魚
策
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
貴
族
の
宮
職
保
有
者
と
し
て
の
側
面
に
対
し
て
は
、
帝
は
一
定
の
制
約
を

加
え
、
そ
の
勢
力
を
抑
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
で
は
大
土
地
所
暗
者
と

し
て
の
側
面
に
対
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
史
料
は
乏

し
く
、
手
書
本
に
ま
で
遡
っ
て
史
料
批
判
が
必
要
な
数
通
の
文
書
し
か
残
っ

て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
一
応
の
冤
通
し
を
提

示
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ど
ヲ
ブ
ー
。
ソ
⑨

　
一
一
八
二
年
一
二
月
に
ア
レ
ク
シ
オ
ス
ニ
世
の
名
で
皇
帝
文
譲
（
実
質
的

な
発
布
老
は
摂
政
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
）
が
、
貴
族
の
土
地
所
膚
に
関
し
て
出

さ
れ
た
。
原
文
書
は
現
存
し
な
い
が
、
バ
ル
サ
モ
ー
ソ
切
巴
沼
ヨ
。
昌
の
伝

え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
　
〔
皇
帝
よ
り
下
賜
さ
れ
た
る
土
地
を
、
元
老
院
の

メ
ソ
パ
ー
及
び
軍
人
以
外
の
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
〕
マ
ヌ
エ

ル
帝
の
勅
令
を
破
棄
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
勅
令
を
ど
う

理
解
す
べ
き
か
は
、
そ
の
内
容
が
余
り
に
簡
単
な
だ
け
に
、
研
究
者
の
間
で

も
見
解
は
様
々
で
あ
る
。
ラ
テ
ン
人
に
土
地
取
得
の
道
を
開
い
た
、
親
ラ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

ソ
政
策
と
み
な
す
見
解
、
首
都
の
商
人
層
に
土
地
取
得
を
可
能
性
を
与
え
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

彼
ら
と
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
妥
協
の
産
物
と
み
る
見
解
、
従
来
教
会
が
土
地

を
集
積
す
る
こ
と
を
、
帝
國
の
軍
事
力
の
弱
体
化
の
因
と
し
て
、
防
止
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
た
法
が
廃
止
さ
れ
た
と
す
る
見
解
、
貴
族
の
土
地
所
有
を
掘
り
崩
そ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
た
も
の
（
た
だ
し
短
期
的
に
は
効
果
な
し
）
と
す
る
見
解
、
遂
に
、
貴
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
土
地
所
有
権
（
処
分
権
も
含
め
て
）
を
強
化
し
た
も
の
と
す
る
見
解
な
ど

が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
法
令
の
具
体
的
な
実
施
例
を
、
文
書
史
料
を
用
い

て
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
が
、
残
念
な
が
ら
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ

ス
一
世
時
代
の
文
書
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
ク
レ
タ
島
の
ス
コ
ル
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ユ
レ
ー
ス
家
に
宛
て
て
出
さ
れ
た
、
八
三
年
一
〇
月
の
文
書
は
、
そ
の
内
容

に
お
い
て
、
こ
の
法
令
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
唾
一
の
文
書
で
あ
る
。

新
た
に
ク
レ
タ
の
長
官
に
任
じ
ら
れ
た
、
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー

カ
ス
は
、
同
島
の
ア
ル
コ
ソ
や
ス
ト
ラ
テ
ィ
オ
ー
テ
…
ス
の
世
襲
地
と
プ
ロ

ノ
イ
ア
保
有
地
と
を
、
区
別
な
く
、
駈
有
確
認
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
コ

ソ
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
の
前
に
、
ス
コ
ル
デ
ュ
レ
ー
ス
家
の
人
々
が
現
わ
れ
、

そ
の
所
有
地
の
確
認
を
受
け
た
。
所
有
地
の
明
細
な
ら
び
に
国
家
役
人
の
立

ち
入
り
の
禁
止
を
記
載
し
た
こ
の
文
書
は
、
こ
う
し
て
作
成
さ
れ
、
ス
コ
ル
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デ
ュ
レ
ー
ス
に
与
え
ら
れ
た
。
以
上
が
文
書
の
内
容
で
あ
り
、
長
官
の
コ
ソ

ス
タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
が
、
皇
帝
の
命
令
を
受
け
て
行
な
っ
た
と
い
う
、
貴
族
の

土
地
の
確
認
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
元
来
、
皇
帝
か
ら
下
賜
さ
れ
た
土
地
は
、
無
条
件
で
下
賜
を
受
け
た
者
の

私
有
地
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ぽ
プ
ロ
ノ
イ
ア
と
し
て
与
え

ら
れ
た
土
地
は
、
軍
嘉
奉
仕
を
代
償
と
し
、
原
則
と
し
て
一
代
限
り
の
保
有

地
で
あ
っ
た
。
下
賜
さ
れ
た
土
地
に
は
そ
の
他
の
制
約
も
あ
っ
た
。
マ
ヌ
エ

ル
帝
の
法
令
に
い
う
と
こ
ろ
の
、
元
老
院
の
メ
ン
バ
ー
・
軍
人
、
つ
ま
り
貴

族
、
以
外
の
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
う
条
件
も
そ
の
一
つ
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
八
二
年
の
勅
令
と
八
三
年
の
ク
レ
タ
島
の
文
書
の
示
す
と

こ
ろ
は
、
貴
族
に
下
賜
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
今
後
下
賜
さ
れ
る
土
地
は
、
こ

の
よ
う
な
制
約
を
受
け
ず
、
彼
ら
の
完
全
な
私
有
地
と
な
る
こ
と
、
そ
れ
に

対
し
て
は
国
家
役
人
も
関
与
し
な
い
こ
と
、
で
あ
ろ
う
。
こ
の
措
置
が
結
果

と
し
て
、
ラ
テ
ン
人
、
首
都
の
大
商
人
、
あ
る
い
は
教
会
・
修
道
院
に
よ
る

土
地
取
得
に
道
を
開
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
法
令
自
体
は
、
貴
族
の
土
地

所
有
権
を
制
限
し
た
り
、
所
領
の
拡
大
を
禁
止
す
る
よ
う
な
意
図
で
出
さ
れ

た
の
で
は
な
い
。
事
実
、
一
〇
世
紀
に
マ
ケ
ド
ニ
ア
朝
の
諸
皇
帝
が
く
り
か

え
し
行
な
っ
た
よ
う
な
、
貴
族
の
土
地
兼
併
を
禁
じ
る
立
法
措
置
は
、
ア
ソ

ド
ロ
ニ
コ
ス
に
よ
っ
て
は
ま
っ
た
く
行
な
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ア
ソ
下
調
ニ
コ
ス
帝
の
大
土
地
所
有
・
プ
ロ
ノ
イ
ア
調
に
対
す
る
態
度
を

伝
え
る
文
書
史
料
と
し
て
は
、
こ
の
他
に
、
ラ
ウ
ラ
修
道
院
文
書
と
し
て
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
コ
ス
タ
ク
シ
ス

さ
れ
て
い
る
、
八
四
年
二
月
の
皇
帝
文
書
が
あ
る
。
次
に
同
文
書
を
と
り
あ

げ
て
み
よ
う
。
同
文
書
の
内
容
は
二
点
か
ら
な
る
。
第
一
点
。
ク
マ
ソ
人
農

民
が
、
ラ
ウ
ラ
修
道
院
領
の
プ
ー
ズ
ー
キ
ア
（
ク
！
ズ
ー
キ
ア
）
と
い
う
地

に
入
り
込
み
、
許
可
な
く
家
畜
を
飼
育
し
て
い
る
こ
と
、
問
時
に
彼
ら
が
、

修
道
院
に
属
す
る
ワ
ラ
キ
ア
人
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
を
勝
手
に
使
役
し
て
い
る

こ
と
、
に
関
す
る
修
道
院
か
ら
の
訴
え
と
、
そ
れ
に
対
す
る
皇
帝
の
処
置
。

皇
帝
は
、
ク
マ
ソ
人
髪
罠
に
、
ラ
ウ
ラ
に
放
牧
地
使
用
料
を
払
う
こ
と
、
ワ

ラ
キ
ア
人
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
を
返
す
こ
と
、
を
命
じ
、
テ
マ
の
役
人
に
、
彼

ら
が
従
わ
な
い
場
合
に
は
、
強
制
執
行
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
さ
ら
に
、
ク

マ
ソ
人
が
プ
ー
ズ
ー
キ
ア
で
家
畜
を
飼
育
す
る
た
め
、
修
道
院
に
は
、
別
の

放
牧
地
が
国
有
地
か
ら
新
た
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
付
記
さ
れ
て
い
る
。
第

二
点
。
同
じ
く
ラ
ウ
ラ
修
道
院
は
、
そ
の
所
有
す
る
コ
ス
テ
ィ
ア
ネ
ー
村
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
ラ
ク
チ
ロ
ソ

住
民
の
中
に
、
修
道
院
に
与
え
ら
れ
る
と
文
書
に
明
記
さ
れ
て
い
な
い
住
民

が
い
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
中
の
二
人
は
、
国
家
役
人
に
よ
っ
て
、
プ
ロ
ノ

イ
ア
と
し
て
ク
マ
ン
人
兵
士
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
を
訴
え
た
。
皇
帝

は
同
村
の
こ
れ
ら
住
民
を
ラ
ウ
ラ
に
与
え
る
べ
く
、
薪
た
な
プ
ラ
ク
チ
コ
ソ

を
作
成
す
る
こ
と
、
ク
マ
ン
人
兵
士
に
は
、
そ
の
代
わ
り
に
別
に
二
人
の
農

民
を
プ
ロ
ノ
イ
ア
と
し
て
与
え
る
こ
と
、
を
役
人
に
命
じ
て
い
る
。

　
大
土
地
所
有
者
の
ラ
ウ
ラ
修
道
院
と
ク
マ
ン
人
畏
畏
と
の
争
い
に
際
し
て
、
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皇
帝
は
ク
マ
ソ
人
に
ラ
ウ
ラ
へ
の
貢
納
を
命
じ
て
い
る
。
ま
た
農
民
を
、
プ

ロ
ノ
イ
ア
と
し
て
、
軍
人
に
下
賜
す
る
こ
と
も
行
な
っ
て
い
る
。
帝
は
大
土

地
所
有
・
プ
ロ
ノ
イ
ア
に
対
し
て
抑
圧
的
で
は
な
か
っ
た
。
少
な
い
史
料
ゆ

え
断
言
は
で
き
な
い
が
、
帝
は
農
民
の
保
護
者
で
は
な
く
、
聖
俗
大
土
地
所

有
者
、
プ
ロ
ノ
イ
ア
保
有
者
の
権
限
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
と
貴
族
と
の
関
係
は
二
重
の
性
格

を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
帝
は
貴
族
の
官
職
保
有
者
と
し
て
の
側

面
に
は
強
く
干
渉
し
、
統
制
を
加
え
た
。
反
面
、
大
土
地
所
有
者
と
し
て
の

側
薗
に
は
、
ほ
と
ん
ど
手
を
つ
け
て
は
い
な
い
。
も
は
や
手
を
つ
け
る
術
も

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
最
後
に
、
そ
の
他
の
「
改
革
」
と
貴
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ

て
お
こ
う
。
貴
族
と
の
利
害
関
係
は
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
で
あ

る
。
元
老
院
貴
族
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
決
定
さ
れ
た
「
漂
着
船
掠
奪
の
禁

止
」
は
、
帝
国
内
の
商
業
活
動
の
振
興
を
計
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
沿
岸
の
大
土
地
所
有
老
の
権
限
に
制
限
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
ヴ
ェ

ネ
チ
ア
と
の
関
係
回
復
」
は
、
逆
に
大
土
地
所
有
貴
族
の
利
益
に
つ
な
が
る

も
の
で
あ
っ
た
。
イ
タ
リ
ア
都
市
と
の
交
易
は
、
所
領
の
生
産
物
の
販
路
拡

大
を
望
む
、
ビ
ザ
ソ
ツ
封
建
領
主
の
一
貫
し
た
要
求
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
政
策
は
、
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
も
、
み

ず
か
ら
の
利
害
に
合
致
す
る
面
、
相
反
す
る
面
が
半
ば
し
て
お
り
、
ア
ソ
ド

ロ
ニ
コ
ス
は
や
は
り
「
二
重
の
姿
を
し
た
人
物
」
で
あ
っ
た
。

①
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アソドロニコスー世とビザソツ貴族（井上）

　
薯
免
』
ミ
凄
凄
蜜
3
一
邸
（
目
O
窃
刈
）
’
o
↓
ワ
Φ
心
「
シ
ュ
ジ
ュ
モ
フ
は
、
オ
ト
ス
ロ
ゴ
ル
ス
キ

　
一
説
を
も
認
め
つ
つ
、
他
方
で
こ
の
よ
う
な
見
解
を
提
出
し
て
い
る
。

⑮
閃
・
U
α
茜
・
き
，
葡
禽
§
§
尋
錺
①
ど
男
竃
嵩
肉
δ
ω
幽
。
ダ
い
竃
幹
＝
・
さ
鼠
匙
a
ミ

　
b
愚
N
§
ミ
駐
㍗
ミ
§
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ミ
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拙
ミ
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防
§
ミ
ミ
㌧
喰
魯
蟻
ミ
層
≦
o
留
舜
藁
Q
。
①
O
山
Q
。
㊤
9

　
〈
〇
一
．
目
匿
響
℃
や
h
。
Q
。
O
I
じ
。
ら
。
8
年
代
決
定
、
内
容
の
信
愚
性
に
関
し
て
種
々
の
問
題

　
を
含
む
文
書
で
あ
る
。
年
代
決
定
の
手
が
か
り
は
、
文
轡
自
体
の
日
付
け
六
六
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
で
　
　
あ

　
二
年
　
○
月
（
た
だ
し
イ
ン
デ
ィ
ク
テ
ィ
オ
年
欠
如
）
と
、
皇
帝
の
従
兄
弟
コ
ン

　
ス
タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ク
ー
カ
ス
の
名
で
あ
る
。
編
者
お
よ
び
デ
ル
ガ
ー
は
、
一

　
一
八
四
年
一
〇
月
と
し
た
が
、
西
暦
還
算
の
際
の
誤
ま
り
か
。
二
〇
世
紀
に
入
っ

　
て
新
た
に
編
纂
し
た
ジ
ェ
ル
ラ
ン
は
九
｝
年
と
し
た
が
、
筆
者
宋
見
の
た
め
、
根

　
拠
不
明
。
オ
ス
ト
ロ
ゴ
ル
ス
キ
ー
（
譲
ミ
§
赦
噛
窓
』
甲
斐
）
と
ポ
レ
ミ
ス
（
り
．

　
回
’
勺
。
ざ
旨
一
ω
層
§
馬
U
o
§
ミ
’
」
O
ミ
脚
ミ
ぴ
ミ
馬
§
駄
。
ミ
簑
ミ
帖
蝸
琶
届
き
8
特
㌣

　
偽
§
特
ミ
．
ビ
。
巳
。
コ
”
お
α
。
。
．
）
は
八
三
年
一
〇
月
と
し
、
従
兄
弟
を
ア
レ
ク
シ
オ
ス

　
ニ
世
の
従
兄
弟
、
コ
ソ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ノ
ス
・
（
マ
ク
ロ
）
ド
ゥ
ー
カ
ス
と
す
る
。
ユ

　
レ
ヴ
ィ
ク
ツ
（
o
》
ミ
．
℃
ω
．
ざ
O
）
は
慎
重
に
八
三
・
四
年
と
し
て
い
る
。
ブ
ラ
ン

　
ド
（
§
ミ
‘
窓
」
O
刈
占
O
。
。
）
は
ジ
ェ
ル
ラ
ソ
編
を
と
っ
て
九
一
年
一
〇
月
と
し
、

　
従
兄
弟
を
イ
サ
キ
ォ
ス
ニ
世
の
従
兄
弟
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
・

　
ア
ソ
ゲ
ロ
ス
と
し
て
い
る
。
現
存
文
書
は
コ
ピ
ー
の
コ
ピ
ー
で
あ
り
、
ま
っ
た
く

　
の
偽
造
と
す
る
見
解
も
あ
る
（
国
・
O
㌔
〉
鐸
≦
o
陶
一
Φ
コ
．
い
．
p
犠
ヨ
ぎ
♂
茸
鋒
δ
三
日
剛
困
γ

　
富
酵
。
号
ぼ
9
0
富
げ
団
鑓
暮
凶
琶
、
吻
切
§
§
鴨
画
§
る
一
（
一
〇
曾
）
り
℃
℃
』
一
評
b
。
b
。
c
。
）
。

　
確
か
に
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
皇
帝
」
と
い
う
表
現
や
コ
ン
ス
タ
ン
テ

　
ィ
ノ
ス
・
ド
ゥ
ー
カ
ス
の
職
名
な
ど
は
原
文
書
か
ら
転
写
す
る
際
に
変
え
ら
れ
て

　
い
る
と
思
わ
れ
、
ス
コ
ル
デ
ュ
レ
ー
ス
宛
の
特
権
部
分
も
偽
造
の
疑
い
が
濃
い
。

　
し
か
し
本
文
で
引
用
し
た
部
分
は
ほ
ぼ
原
文
書
の
忠
実
な
転
写
と
考
え
ら
れ
、
筆

　
者
は
八
三
年
子
を
一
応
と
っ
た
。

⑯
ミ
蕊
§
卜
a
ミ
3
囲
■
畿
層
や
U
¢
ヨ
。
昔
噛
℃
舞
凶
。
。
し
㊤
刈
ρ
昌
。
の
①
・

四
　
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
失
脚
と
帝
国
の
滅
亡

　
貴
族
に
と
っ
て
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
「
改
革
」
は
、
自
己
の
存
在
そ
の

も
の
を
脅
か
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
が
、
自
己
の
支
配

権
の
確
立
の
た
め
に
、
危
険
と
思
わ
れ
る
皇
族
・
貴
族
を
次
々
と
除
い
た
こ

と
は
、
貴
族
に
非
常
な
恐
怖
を
与
え
た
。
陰
謀
を
企
ん
だ
本
人
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
一
族
の
者
も
責
任
を
聞
わ
れ
、
さ
ら
に
は
、
忠
実
な
臣
下
で
あ
っ
た
者

ま
で
が
、
さ
さ
い
な
こ
と
か
ら
投
獄
・
処
刑
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
専
制
支

配
を
め
ざ
す
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
に
対
し
て
貴
族
は
抵
抗
し
た
。
そ
の
抵
抗
は
、

宮
廷
陰
謀
と
属
州
反
乱
と
い
う
二
つ
の
形
態
を
と
っ
た
。

　
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
都
入
り
か
ら
ほ
ど
な
く
、
八
二
年
置
い
し
、
遅
く
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

も
八
三
年
初
に
、
首
都
の
有
力
貴
族
た
ち
に
よ
っ
て
陰
謀
が
企
て
ら
れ
た
。

こ
れ
は
皇
女
マ
リ
ア
と
そ
の
夫
、
つ
づ
い
て
皇
太
后
と
、
ア
レ
ク
シ
オ
ス
ニ

世
に
対
す
る
後
見
権
を
主
張
し
う
る
人
々
を
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
が
次
々
と

除
く
の
を
晃
て
、
危
険
を
感
じ
た
宮
廷
貴
族
た
ち
が
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
を

亡
き
も
の
に
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
政
権
成
立

に
寄
与
し
た
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
・
ア
ソ
ゲ
ロ
ス
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
・
コ

ソ
ト
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
ら
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
陰
謀
は

か
な
り
大
が
か
り
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
計
画
は
事
前
に
発
覚
し
、

ア
ン
ゲ
ロ
ス
一
族
は
逃
亡
、
コ
ン
ト
ス
テ
フ
ァ
ノ
ス
以
下
の
参
加
者
は
捕
え
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ら
れ
た
。
首
都
を
舞
台
と
し
た
貴
族
の
抵
抗
は
、
こ
の
事
件
の
み
で
、
以
降

治
世
の
最
後
ま
で
抵
抗
ら
し
い
抵
抗
は
都
で
は
な
か
っ
た
。
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ

ス
が
巧
み
に
市
民
の
人
気
を
獲
得
し
て
い
た
の
で
、
市
民
の
参
加
を
期
待
す

る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
不
満
派
の
貴
族
は
テ
ル
ー
ル
を
避
け
て
属
州
に

逃
れ
、
地
方
都
市
を
拠
点
と
し
て
、
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
へ
の
抵
抗
を
試
み
る

よ
う
に
な
る
。

　
属
州
で
の
反
乱
は
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
バ
タ
ツ
ェ
ー
ス
に
よ
る
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ

ィ
ア
の
乱
以
後
、
治
世
三
年
の
間
に
多
数
生
じ
た
。
バ
タ
ツ
ェ
ー
ス
は
、

ア
ン
ド
μ
ニ
コ
ス
が
反
乱
を
お
こ
し
た
時
、
メ
ガ
ス
・
ヂ
メ
ス
テ
ィ
コ
ス

烹
餐
肉
き
烹
q
『
§
n
の
職
に
あ
っ
て
、
小
ア
ジ
ア
西
部
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の

町
で
ト
ラ
ケ
シ
オ
ソ
属
州
を
統
治
し
て
い
た
。
彼
は
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
反

乱
に
敵
対
し
、
反
乱
成
功
後
も
こ
の
町
を
拠
点
に
抵
抗
を
続
け
た
が
、
討
伐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

軍
と
の
戦
い
最
中
に
病
死
し
た
。
こ
の
後
の
属
州
反
乱
は
、
八
二
i
三
年
初

の
陰
謀
失
敗
後
楽
を
は
な
れ
た
、
ア
ソ
ゲ
ロ
ス
一
族
が
中
心
と
な
る
。
ア
ン

ド
ロ
ニ
コ
ス
・
ア
ソ
ゲ
ロ
ス
は
シ
リ
ア
亡
命
中
に
死
亡
し
た
が
、
そ
の
子
イ

サ
キ
ナ
ス
（
の
ち
の
皇
帝
、
同
二
世
）
は
、
テ
オ
ド
ロ
ス
・
カ
ン
タ
ク
ー
ゼ

　
③

ノ
ス
と
と
も
に
ニ
カ
イ
ア
に
拠
り
反
乱
、
同
じ
く
ア
ン
ゲ
ロ
ス
の
子
テ
オ
ド

ロ
ス
は
ブ
ル
サ
の
町
に
拠
っ
て
蜂
起
し
た
。
さ
ら
に
ブ
ル
サ
の
西
の
ロ
バ
デ

ィ
オ
ソ
の
町
も
反
乱
に
加
わ
り
、
ニ
カ
イ
ア
・
ブ
ル
サ
・
ロ
バ
デ
ィ
オ
ソ
を

含
む
、
小
ア
ジ
ア
西
北
ビ
テ
ユ
一
一
ア
地
方
の
情
勢
は
険
悪
と
な
っ
た
。
対
ハ

ン
ガ
リ
ー
作
戦
展
開
中
の
将
軍
ラ
パ
ル
ダ
ス
が
、
こ
の
反
乱
へ
の
合
流
を
も

く
ろ
ん
で
小
ア
ジ
ア
に
渡
る
と
い
う
事
件
も
生
じ
た
。
八
四
年
春
か
ら
反
乱
「

鎮
圧
作
戦
が
展
開
さ
れ
、
ま
ず
ロ
バ
デ
ィ
オ
ソ
、
つ
づ
い
て
ニ
カ
イ
ア
が
攻

略
さ
れ
た
。
ニ
カ
イ
ア
の
カ
ソ
タ
ク
ー
ゼ
ノ
ス
は
戦
死
し
、
イ
サ
キ
オ
ス
・

ア
ソ
ゲ
ロ
ス
は
捕
え
ら
れ
、
都
に
送
ら
れ
た
。
続
い
て
激
戦
の
末
ブ
ル
サ
の

町
も
陥
落
、
テ
オ
ド
ロ
ス
・
ア
ソ
ゲ
ロ
ス
は
、
欝
目
に
さ
れ
た
上
で
追
放
と

な
り
、
さ
し
も
の
反
乱
も
よ
う
や
く
終
っ
た
。
し
か
る
に
ほ
ど
な
く
、
イ
サ

キ
ナ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
（
マ
ヌ
エ
ル
一
…
世
の
姪
の
子
）
が
キ
プ
ロ
ス
へ
渡
り
、

み
ず
か
ら
皇
帝
．
を
名
乗
っ
た
。
は
る
か
東
方
、
海
を
へ
だ
て
た
キ
プ
ロ
ス
で

の
反
乱
に
対
し
て
は
、
皇
帝
も
有
効
な
手
が
打
て
ず
、
都
に
い
る
一
族
の
老

を
処
刑
す
る
こ
と
で
、
イ
サ
キ
オ
ス
へ
の
報
復
と
し
、
薪
た
な
反
乱
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
防
止
策
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

　
貴
族
の
抵
抗
も
ア
ソ
ボ
ロ
ニ
コ
ス
政
権
を
揺
が
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

帝
国
政
府
を
打
倒
す
る
に
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
郷
民
を
反
乱

派
に
巻
き
込
む
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
嚢
時
の
首
都
市
民
の

政
治
的
影
響
力
は
強
か
っ
た
。
し
か
し
市
民
は
、
ア
ソ
ボ
ロ
ニ
コ
ス
の
徳
井

的
な
反
貴
族
・
反
ラ
テ
ン
人
の
ポ
ー
ズ
に
満
足
し
て
お
り
、
反
ア
ソ
ド
ロ
ニ

コ
ス
の
運
動
に
は
加
わ
ら
な
か
っ
た
。
独
力
で
は
ア
ン
ド
ロ
ニ
コ
ス
を
倒
す

こ
と
は
不
可
能
と
知
っ
た
貴
族
た
ち
は
、
外
国
勢
力
を
単
絶
す
る
こ
と
も
辞

　
　
　
　
⑤

さ
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
東
西
の
諸
圏
を
訪
ね
、
救
援
を
依
頼
し
た
。
そ
の
中
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アンドロニコスー世とビザンツ貴族（井上）

で
も
も
っ
と
も
乗
気
で
あ
っ
た
の
は
、
か
ね
て
か
ら
ビ
ザ
ソ
ツ
へ
の
進
出
を

め
ざ
し
て
い
た
、
南
イ
タ
リ
ア
の
両
シ
チ
リ
ア
国
王
ギ
ヨ
ー
ム
ニ
世
で
あ
っ

た
。
彼
は
亡
命
し
て
き
た
ア
レ
ク
シ
オ
ス
・
コ
ム
ネ
ノ
ス
（
マ
ヌ
エ
ル
一
世

の
兄
の
孫
）
、
お
よ
び
ア
レ
ク
シ
オ
ス
ニ
世
を
名
乗
る
若
者
を
押
し
立
て
て
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
め
ざ
し
た
。
ア
ド
リ
ア
海
岸
の
デ
ュ
ラ
ツ
ォ

に
続
い
て
、
帝
国
第
二
の
都
市
テ
サ
β
虚
器
も
八
五
年
八
月
二
四
日
に
陥
落
、

帝
国
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
皇
帝
は
防
衛
体
制
を
整
備
し
、
侵
入
す
る

ノ
ル
マ
ソ
軍
を
連
え
撃
つ
準
備
を
整
え
た
。
し
か
し
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
に

対
し
て
徐
々
に
失
望
し
つ
つ
あ
っ
た
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市
民
は
、

こ
の
機
会
を
と
ら
え
て
蜂
起
し
、
宮
殿
に
ま
で
攻
め
入
っ
て
、
ア
ソ
ド
ロ
ニ

　
　
　
　
　
　
⑥

コ
ス
を
放
逐
し
た
。
貴
族
の
抵
抗
に
は
揺
が
な
か
っ
た
ア
ン
ド
画
面
コ
ス
政

権
も
、
首
都
市
民
の
蜂
起
の
前
に
、
あ
っ
け
な
く
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。

　
ア
ン
ド
壷
口
コ
ス
に
代
っ
て
帝
位
に
つ
い
た
イ
サ
キ
オ
ス
・
ア
ソ
ゲ
ロ
ス

H
鶏
ρ
。
H
H
＞
嵩
α
q
。
ξ
ω
は
、
貴
族
の
利
害
を
代
弁
し
た
皇
帝
と
い
わ
れ
て
い

る
。
彼
は
「
改
革
」
を
廃
止
し
、
貴
族
へ
の
統
制
を
放
棄
し
た
。
反
面
、
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

タ
リ
ア
都
市
と
の
友
好
関
係
の
強
化
を
は
か
り
、
次
々
と
特
権
を
与
え
た
。

ア
ソ
ド
ロ
ニ
コ
ス
の
信
頼
の
厚
か
っ
た
将
軍
ア
レ
ク
シ
オ
ス
・
ブ
ラ
ナ
ス
は
、

八
七
年
春
に
、
イ
サ
キ
オ
ス
に
対
し
て
兵
を
挙
げ
た
。
特
権
の
一
層
の
拡
大
・

志
州
で
の
自
立
を
め
ざ
す
、
大
土
地
所
有
貴
族
も
多
く
ブ
ラ
ナ
ス
側
に
加
わ

っ
た
。
さ
ら
に
、
皇
帝
の
親
ラ
テ
ン
政
策
に
反
発
す
る
首
都
及
び
首
都
周
辺

の
住
民
も
加
わ
り
、
大
反
乱
と
な
っ
た
。
皇
帝
は
イ
タ
リ
ア
の
モ
ン
フ
ェ
ラ

侯
の
息
子
コ
ン
ラ
ッ
ド
の
率
い
る
ラ
テ
ン
人
傭
兵
部
隊
を
用
い
て
、
こ
れ
を

　
　
　
⑧

撃
破
し
た
。
こ
の
結
果
、
八
一
年
の
マ
リ
ア
の
反
乱
以
降
、
帝
国
政
治
に
積

極
的
な
関
与
を
示
し
て
い
た
、
首
都
の
市
民
層
は
帝
国
政
治
の
舞
台
か
ら
退

い
た
。
し
か
し
、
属
州
に
お
け
る
貴
族
の
自
立
の
動
き
は
ま
す
ま
す
活
発
に

な
っ
た
。
相
つ
ぐ
反
乱
・
蜂
起
に
加
え
て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
・
ワ
ラ
キ
ア
人

の
独
立
運
動
の
進
展
も
あ
っ
て
、
帝
国
の
分
解
の
傾
向
は
著
し
く
な
っ
た
。

一
二
〇
四
年
の
第
四
回
十
字
軍
に
よ
る
コ
ソ
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
…
プ
ル
占
領
、

帝
国
征
服
は
、
こ
の
よ
う
な
ビ
ザ
ソ
ツ
国
内
の
動
き
を
無
視
し
て
は
考
え
ら

れ
な
い
。

　
帝
国
社
会
の
封
建
化
、
貴
族
勢
力
の
拾
頭
・
自
立
と
皇
帝
権
の
威
信
の
低

下
、
と
い
う
一
二
世
紀
末
の
状
況
を
前
に
し
て
、
ア
ン
ド
面
白
コ
ス
は
伝
統

的
な
専
制
国
家
体
制
の
再
建
を
真
剣
に
試
み
た
。
彼
は
官
僚
制
の
整
備
を
通

じ
て
、
貴
族
を
皇
帝
の
統
制
下
に
お
こ
う
と
し
た
。
一
〇
世
紀
の
よ
う
に
、

官
位
・
官
職
に
あ
る
こ
と
が
貴
族
た
る
こ
と
の
第
一
の
要
因
と
い
う
状
態
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
も
成
功
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
二
章
で
み
た

よ
う
に
、
そ
の
原
理
は
一
一
世
紀
に
崩
れ
、
ア
レ
ク
シ
オ
ス
一
世
に
よ
る
官

位
制
の
再
建
も
、
名
門
：
天
土
地
所
有
者
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
も

の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
貴
族
は
、
皇
帝
権
・
国
家
機
構
に
寄
生
す
る
だ
け
の

存
在
で
は
な
か
っ
た
。
宮
僚
制
の
整
備
だ
け
で
は
貴
族
を
統
制
す
る
こ
と
は
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で
き
な
か
っ
た
。
た
と
え
官
位
・
官
職
か
ら
は
な
れ
て
も
、
彼
ら
は
野
州
の

所
領
を
基
盤
に
、
地
方
都
市
を
核
と
し
て
自
立
し
え
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の

大
土
地
所
有
者
と
し
て
の
側
｝
圓
に
手
を
つ
け
る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
事
実
上

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
貴
族
を
統
御
し
て
専
制
国
家

を
再
建
し
よ
う
と
い
う
彼
の
熱
意
も
、
貴
族
個
々
人
に
対
す
る
人
身
攻
撃
・

テ
ル
ー
ル
以
上
の
具
体
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
帝
国

の
混
乱
に
一
層
の
拍
車
を
か
け
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
彼
の
あ
と
、
無
能
で
、

貴
族
に
対
す
る
統
制
力
に
欠
け
た
、
ア
ソ
ゲ
ロ
ス
朝
の
皇
帝
た
ち
が
帝
国
を

支
配
し
た
時
、
帝
国
の
滅
亡
は
も
は
や
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
た
。
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濠
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職
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バ
タ
ツ
ェ
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ス
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合
も
、
中
央
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者
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地
方
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着

　
す
る
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い
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世
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③
〉
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ミ
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噂
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O
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ア
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受
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